
大田市告示第７号  

 

大田市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要

綱を次のように定める。  

 

令和４年１月２６日  

大田市長  楫  野  弘  和    

 

大田市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交

付要綱  

（趣旨）  

第１条  新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対

応が重なる最前線で働く、放課後児童クラブにおける職員の処遇

の改善のため、賃金改善を行うことに対し、予算の範囲内で大田

市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金（以下「補助

金」という。）を交付することとし、その交付については、大田

市補助金等交付規則（平成１７年大田市規則第４５号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところに

よる。  

（補助の対象者）  

第２条  この補助金の対象者は、「「放課後児童健全育成事業」の実

施について」（平成２７年５月２１日雇児発０５２１第８号。以

下「実施要綱」という。）の別紙に定める放課後児童健全育成事

業を行う事業所（以下「放課後児童クラブ」という。）とする。  

（補助対象となる事業）  

第３条  補助の対象となる事業は、放課後児童クラブが令和４年２

月から９月までの間、放課後児童クラブにおける放課後児童支援

員や補助員等の放課後児童クラブで働く職員（非常勤職員を含み、

経営に携わる法人の役員である職員を除く。）に対して３％程度

（月額９，０００円）の賃金改善を行う事業（以下「処遇改善事

業」という。）とする。  

（補助対象となる処遇改善事業の要件等）  

第４条  補助対象となる処遇改善事業の要件は、放課後児童支援員



等処遇改善臨時特例事業の実施について（令和３年１２月２３日

付子発１２２３第１号厚生労働省子ども家庭局長通知）別紙「放

課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱」（以下「国要

綱」という。）５事業の要件のとおりとする。  

２  処遇改善事業による賃金改善については、実施要綱の別添６の

「放課後児童支援員等処遇改善等事業」及び別添１２の「放課後

児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」における賃金改善額及

び支払賃金に含めてはならない。  

（補助金額の算定）  

第５条  補助金額の算定方法は、国要綱の６補助額の算定による。 

２  補助金の算定額に千円未満の額があるときは、これを切り捨て

た額を補助金額とする。  

（補助金交付申請）  

第６条  処遇改善事業を実施しようとする者は、あらかじめ処遇改

善事業補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければ

ならない。  

２  前項の申請書には、国要綱の７事業実施手続に規定する事業計

画書を添付しなければならない。  

（補助金の交付決定）  

第７条  市長は、前条の申請について、交付を決定したときは、そ

の決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、交付申

請した者に処遇改善事業補助金交付決定通知書（様式第２号）に

より通知するものとする。  

（事業変更の申請等）  

第８条  前条の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

が、交付決定の内容について変更の承認を受けようとする場合に

は、処遇改善事業補助金変更承認申請書（様式第３号）を、市長

に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の変更申請書の提出があったときは、必要に応じ

交付決定の内容を変更し、又は条件を付して、処遇改善事業補助

金変更承認通知書（様式第４号）により補助事業者に通知するも

のとする。  

（補助金の概算払い）  



第９条  補助事業者は、処遇改善事業実施上必要と認められる場合、

処遇改善事業補助金交付請求書（様式第５号）により、概算払い

金を請求することができる。  

（補助金の返還）  

第１０条  補助事業者は、第４条に規定する処遇改善事業の要件等

を満たさない場合、特段の理由がある場合を除き、補助金の全部

又は一部について返還しなければならない。  

２  市長は、前条の規定による概算払いの額が、第１２条の規定に

より確定した補助金の額を超えたときは、その超えた額の返還を

補助事業者に命ずるものとする。  

（実績報告）  

第１１条  補助事業者は、事業が完了したときは、処遇改善事業実

績報告書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。  

２  前項の実績報告書には、国要綱の７事業実施手続に規定する事

業実績報告書を添付しなければならない。  

３  第１項の実績報告書の提出期限は、当該事業完了の日から３０

日を経過した日又は交付の決定を受けた日の属する年度の末日

から５日を経過した日のいずれか早い日とする。  

（補助金等の額の確定）  

第１２条  市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その

内容を審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、その報告に係

る補助事業の実施結果が補助金等の交付の決定の内容に適合す

ると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、処遇改

善事業補助金確定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知

するものとする。  

（補助金の経理等）  

第１３条  補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実

を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事

業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保管しなけれ

ばならない。  

（その他）  

第１４条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に

定める。  



附  則  

１  この告示は、令和４年１月２６日から施行する。  

２  この告示は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに交付決定がなされた補助金については、同日後も

なおその効力を有する。  

 



様式第 1号(第 6条関係) 

年  月  日 

 

大田市長          様 

 

申請者 住 所 

 団体名 

代表者氏名 

電話番号 

 

 

処遇改善事業補助金交付申請書 

 

大田市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱第６条に基づき、

補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１．補助事業名  大田市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 

 

 

２．補助金交付申請額                   円 

 

 

３．添付書類 

国要綱の７事業実施手続に規定する事業計画書 

 



様式第２号(第7条関係) 

 

指令 第     号  

 

 

申請者           様 

 

 

処遇改善事業補助金交付決定通知書 

 

    年  月  日付で申請のあった補助金の交付について、次のとおり決定したので通知します。 

 

    年  月  日 

 

大田市長          印 

 

補助年度 年度 補助事業の名称 大田市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 

補 助 金 額 算 定  

補  助  金  額  

交 付 条 件  

 

（１）事業内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、市長の承認を受けなければならない。 

（２）事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。 

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市

長に報告してその指示を受けなければならない。 

（４）事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類

を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた

場合は、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。た

だし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の

財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）第14条第１項第２号の規定

により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなけれ

ばならない。 

（５）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税

仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、

自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税

の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

また、市長は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることが

ある。 

(６)本事業による賃金改善に係る計画書を作成すること。また、計画の具体的な内容を職員に周知す

ること 

(７)本事業による補助額は、職員の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負

担分に全額充てること。 

(８)本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目（業績等に応じて変動するものを除く。）の水準

を低下さないこと。 

(９)令和４年 10 月以降においても、本事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。 



様式第3号(第8条関係) 

 

処遇改善事業補助金変更承認申請書 

 

年  月  日 

 

大田市長          様 

 

 

補助事業者  住 所 

団体名 

代表者氏名 

電話番号 

 

    年  月  日付け  第    号をもって交付決定のありまし

た処遇改善事業補助金に関する計画を下記のとおり変更したいので、大田市放

課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱第８条の規定により申

請します。 

 

 

記 

 

１ 変更の内容 

 

２ 変更の理由 

 

３ 変更後の補助金交付申請額   金         円 

 

４ 添付書類 

変更後の国要綱の７事業実施手続に規定する事業計画書 

 



様式第４号(第８条関係) 

 

処遇改善事業補助金変更承認通知書 

 

指令  第     号 

年  月  日 

 

補助事業者     様 

 

大田市長          印 

 

 

    年  月  日付けで申請のありました処遇改善事業補助金変更承

認申請について、大田市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金交付

要綱第８条の規定により下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助金変更後交付決定額   金         円 

 



様式第５号(第９条関係) 

 
 
 
 

処 遇 改 善 事 業 補 助 金 交 付 請 求 書  
 
 
 
 

年  月  日 
 
大田市長        様 
 

補助事業者  住 所 

団体名 

代表者氏名 

電話番号 

 

交付決定のあった大田市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金の支払いを受け

たいので、下記のとおり請求します。 

補助金交付 
決定年月日 

年    月    日 
補助金交付 
決 定 番 号 

指令  第   号 

補 助 金 の 名 称 大田市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 

補 助 金 の 額 

交 付 決 定 額 円 

交 付 確 定 額 円 

補 助 金 等 の 既 交 付 額 

年   月  日交付          円 

年   月  日交付          円 

年   月  日交付          円 

計             円 

今 回 交 付 請 求 額 円 

未 交 付 額 円 

添付書類 

補助金振込先の口座番号及び口座名義が分かる書類（通帳の写しなど） 



様式第６号（第１１条関係） 

年  月  日 

 

大田市長        様 

 

 

補助事業者  住 所 

団体名 

代表者氏名 

電話番号 

 

処遇改善事業実績報告書 

 

補助金の交付決定のあった処遇改善事業が完了したので下記のとおり報告します。 

 

補助金交付 
決定年月日 

年    月    日 
補助金交付 
決 定 番 号 

   第   号 

補 助 金 の 名 称 大田市放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 

補 助 金 の 額 

交 付 決 定 額 円 

交 付 済 額 円 

未 交 付 額 円 

 

その他添付書類等 

１ 国要綱の７事業実施手続に規定する事業実績報告書 



様式第７号(第１２条関係) 

 

指令 第      号 

 

 

補助事業者           様 

 

 

 

処遇改善事業補助金確定通知書 

 

 

 

    年  月  日付で実績報告のありました補助事業については、次のとお

り補助金の額を確定したので通知します。 

 

 

 

     年  月  日 

 

 

 

大田市長           印  

 

補助年度 年度 補助事業の名称 
大田市放課後児童支援員等 

処遇改善臨時特例事業 

補助金交付決定年月日 
 

補助金交付決定番号 
 

補助金交付決定通知額 
 

補助金交付確定額 
 

(交付決定通知額)－(交付確定額) 
 

 

 

 


